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令 和 6 年 3 月 29

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。

読谷村長  石嶺 イ専買

」 記 し、 ス て

注2:「協議の結果を取りまとめた年月日」欄 | は、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

1 地域における農業の将来の在り方

(1)地域農業の現状及び課題

(2)地域における農業の将来の在り方

2農業上の利用が行われる農用地等の区域

(1)地域の概要

区域内の農用地等面積 22.68 ha

22.68 ha

ha

(2)農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方(範囲は、別添地図のとおり)
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協議の結果を取りまとめた年月日

の I し の り ト1ヅ ス

であ地域ン ヨン とも隣接する他 国道′ヾィ′ スヾ 整備事業の 進展 I より 周 辺 土 地 利 用との 調不日が求め られる

る。
他地域と同様、農業者の高齢化が進みつつあることから、新規就農者の確保日育成が課題であるが、それに加

え、施設の維持管理を担う水利組合の体制強化 H見直し等が必要となつている。

また、本地区は、地域の中心部に畜産回地エリアがあるためにおいの問題、1筆あたりの面積が小さく効率的

な利用ができていない、地主の世代交代により農地の貸し借りが難しくなつてきている、利用されていない農地に

ついて農地外の利用がみられる、野菜と牧車の農地が混在することでお互い緩衝地帯が必要となり効率的な農

地利用ができていない等の課題がある。

【地域の基礎的データ】
農業者:17名 (2015農林業センサス)、 認定農業者4経営体、認定新規就農者2経営体、中心経営体3経営体

主な作物 :牧車、野菜

行 つて し 用 し ヽ よる 広

や 少人数でも安定生産が 可 含ヒとなるス マ ト
由

辰 業の導入 等を る とで 若 しヽ 担 しヽ 手が儲かる
曲

辰 業を実現でき

指す また 居住地域 と隣接するユ 地環境を活 か した都市交流型農業のモ ′レとなる公 民る地域となる とを ア

館を核とした地域をあげての体験農園の仕組みづくりを検討する。

その他、課題であるにおいの問題や牧草と野菜の混在に係る課題については、地域内畜産農家と耕種農家の

調整により、においを発生させない対策の実施や牧車と野菜のエリア分けの検討、牛糞の堆肥化等を進めていく

こと等で、耕種農家と畜産農家が連携と共存できる地域となることを目指す。

域とする。
保全・管理を行う区域については、具体的な取組みが計画された場合に設定していく。

の利用心にその のの

の の



3農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項 (地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください)

(1) 用 、集約化の方針

理 用して、 ヽ へ の の

約化を進める。

(2)農地中間管理機構の活用方針

農地の貸借については、農業委員や農地利用最適化

行つていく。

委員による調整を基に、晨地中間管理機構を通じて

(3 基盤整備事業への取

は 区 (日召 58 で

く要なメンテ ナ ン ス を実施 しつ つ か ん が しヽ 排水施設等土 地 改 良施設の 適切な維持管理を行 つ て しヽ

(4)多様な経営体の確保・育成の取組方針

地域内鷲営農を行う方を中心に多様な経営体の確保 E育成を図りつつ、地区外からの新規参入者についても受

け入れを検討することで、持続的な地域農業の発展を目指す。

活用方針

現時点で活用の予定はないが、今後必要に応じて検討していく予定。

□ ①鳥獣被害防止対策 □ ②有機・減農薬・減肥料 □ ③スマート農業 □ ④畑地化・輸出等 □ ⑤果樹等

□ ⑥燃料日資源作物等 □ ⑦保全`管理等 □ ③農業用施設 日 ③耕畜連携等 図 ⑩その他

【選択した上記の頭租方針】
,村内の上壌は保肥力の乏しい土壊であるが、村内には堆肥化施設がなく、耕種農家も積極的に堆肥を活用す

る環境にないことから、村内で未利用資源となっている家畜初Fせつ物を堆肥化し有効活用するため、堆肥盤の設

置を目指す。
虫長期的に地区内のかんがい排水施設等土地改良施設の適切な維持管理を図るため、渡具知水利組合の体制

強化、見直し等を検討する。



渡具知地区 約22.68ha(226,798だ )
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